
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
えるぼし認定企業の情報 

  
 
 所 在 地 ： 長崎市興善町 6 番 7 号 
 代 表 者 名 ： 代表理事組合長 中川 一範 
 事 業 内 容 ： 複合サービス事業 
 労 働 者 数 ： ６１４人（男性３３２人、女性２８２人） 
 
 認定年月日 ： 令和５年５月１８日 
 認 定 段 階 ： 第３段階 
 
○評価項目 

 １ 採用：男女別の採用における競争倍率が同程度であること。（直近３事業年度の平均した

「採用における女性の競争倍率×０．８」が、直近３事業年度の平均した「採用 

における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと） 

         ・正職員        １．４６倍 （男性：１．６７） 

       ・非正規職員      ０．８０倍 （男性：１．００） 

 

 ２ 継続就業：直近の事業年度において、男性労働者の平均勤続年数に対する女性労働者の 

平均勤続年数が、雇用管理区分ごとに７割以上であること。 

        ・正職員   ０．７４ 

       ・非正規職員 ０．７８ 

   

 ３ 労働時間等の働き方：労働者１人当たりの時間外労働及び休日労働の合計時間数の平均 
がすべての月において、４５時間未満である。 

 
 ４ 管理職比率：管理職に占める女性労働者の割合が産業別平均値(８．７％)以上である。 

・女性管理職 １１．４％  

 

 ５ 多様なキャリアコース：直近の３事業年度において、以下の項目について実績あり。 

・非正規職員を正規職員へ転換        １名         

・３０歳以上の女性を正規職員として中途採用 １名 

 
～以上、５つの評価項目について、すべての認定基準に適合している。～ 

 

 

 

長崎西彼農業協同組合 



 

 

  令和 5 年 6 月 2１日、長崎労働局では、女性活躍推進法に基づく 

「えるぼし認定企業」として、長崎西彼農業協同組合（長崎市） 

に対する認定通知書交付式を開催しました。 

 

 
【写真左より：長崎西彼農業協同組合 代表理事組合長 中川様、長崎労働局長 小城】 

 

 

 

交付式後は、えるぼし認定取得に関して取り組まれた内容や苦労されたこと、労働局へ

の要望などについて懇談を行いました。また、テレビ局や新聞社による取材も行われま

した。 

「えるぼし認定通知書交付式」 
を開催しました！ 

 
 

長崎県内の農業協

同組合で初めての

認定です。 

長崎県内で１２件目

の認定です。 

【長崎西彼農業協同組合の皆様および労働局関係者】 


